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（第１２０号議案） 

中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

 

中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

目次 （略） 目次 （略） 

第１章 総則 第１章 総則 

第１条～第１２条 （略） 第１条～第１２条 （略） 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第１３条 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に

対し、法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為

その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為

をしてはならない。 

第１３条 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に

対し、法第３３条の１０各号に掲げる行為その他

当該児童の心身に有害な影響を与える行為をして

はならない。 

第１４条～第２３条 （略） 第１４条～第２３条 （略） 

第２章 （略） 第２章 （略） 

第３章 乳児院 第３章 乳児院 

第２８条 （略） 第２８条 （略） 

（職員） （職員） 

第２９条 （略） 第２９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 家庭支援専門相談員は、乳児院において乳幼児

の養育に５年以上従事した者又は法第１３条第３

項各号のいずれかに該当する者でなければならな

い。 

３ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精

神保健福祉士の資格を有する者、乳児院において

乳幼児の養育に５年以上従事した者又は法第１３

条第３項各号のいずれかに該当する者でなければ

ならない。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

（乳児院の長の資格等） （乳児院の長の資格等） 

第３０条 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該

当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行

う乳児院の運営に必要な知識を習得するための研

修を受講した者であって、人格が高潔で識見が高

く、乳児院を適切に運営する能力を有するもので

なければならない。 

第３０条 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該

当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行

う乳児院の運営に必要な知識を習得するための研

修を受講した者であって、人格が高潔で識見が高

く、乳児院を適切に運営する能力を有するもので

なければならない。 

⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

⑵の２ 児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省  
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令第１１号）第５条の２の８に規定するこども

家庭ソーシャルワーカー（以下「こども家庭ソ

ーシャルワーカー」という。）の資格を有する

者 

⑶・⑷ （略） ⑶・⑷ （略） 

２ （略） ２ （略） 

第３１条～第３５条 （略） 第３１条～第３５条 （略） 

第４章 母子生活支援施設 第４章 母子生活支援施設 

第３６条・第３７条 （略） 第３６条・第３７条 （略） 

（母子生活支援施設の長の資格等） （母子生活支援施設の長の資格等） 

第３８条 母子生活支援施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定

する者が行う母子生活支援施設の運営に必要な知

識を習得するための研修を受講した者であって、

人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適

切に運営する能力を有するものでなければならな

い。 

第３８条 母子生活支援施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定

する者が行う母子生活支援施設の運営に必要な知

識を習得するための研修を受講した者であって、

人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適

切に運営する能力を有するものでなければならな

い。 

 ⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑵の２ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を

有する者 

 

 ⑶・⑷ （略） ⑶・⑷ （略） 

２ （略） ２ （略） 

（母子支援員の資格） （母子支援員の資格） 

第３９条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該

当する者でなければならない。 

第３９条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該

当する者でなければならない。 

 ⑴～⑷ （略）  ⑴～⑷ （略） 

⑷の２ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を

有する者 

 

 ⑸ （略）  ⑸ （略） 

第４０条～第４３条 （略） 第４０条～第４３条 （略） 

第５章・第６章 （略） 第５章・第６章 （略） 

第７章 児童養護施設 第７章 児童養護施設 

第５６条 （略） 第５６条 （略） 

（職員） （職員） 

第５７条 （略） 第５７条 （略） 

２ 家庭支援専門相談員は、児童養護施設において ２ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精
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児童の指導に５年以上従事した者又は法第１３条

第３項各号のいずれかに該当する者でなければな

らない。 

神保健福祉士の資格を有する者、児童養護施設に

おいて児童の指導に５年以上従事した者又は法第

１３条第３項各号のいずれかに該当する者でなけ

ればならない。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

（児童養護施設の長の資格等） （児童養護施設の長の資格等） 

第５８条 児童養護施設の長は、次の各号のいずれ

かに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する

者が行う児童養護施設の運営に必要な知識を習得

するための研修を受講した者であって、人格が高

潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する

能力を有するものでなければならない。 

第５８条 児童養護施設の長は、次の各号のいずれ

かに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する

者が行う児童養護施設の運営に必要な知識を習得

するための研修を受講した者であって、人格が高

潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する

能力を有するものでなければならない。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑵の２ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を

有する者 

 

⑶・⑷ （略） ⑶・⑷ （略） 

２ （略） ２ （略） 

（児童指導員の資格） （児童指導員の資格） 

第５９条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該

当する者でなければならない。 

第５９条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該

当する者でなければならない。 

 ⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

⑶の２ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を

有する者 

 

⑷～⑽ （略） ⑷～⑽ （略） 

第６０条～第６４条 （略） 第６０条～第６４条 （略） 

第８章～第１１章 （略） 第８章～第１１章 （略） 

第１２章 児童心理治療施設 第１２章 児童心理治療施設 

第８３条 （略） 第８３条 （略） 

（職員） （職員） 

第８４条 （略） 第８４条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 家庭支援専門相談員は、児童心理治療施設にお

いて児童の指導に５年以上従事した者又は法第１

３条第３項各号のいずれかに該当する者でなけれ

ばならない。 

４ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精

神保健福祉士の資格を有する者、児童心理治療施

設において児童の指導に５年以上従事した者又は

法第１３条第３項各号のいずれかに該当する者で

なければならない。 
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５ （略） ５ （略） 

（児童心理治療施設の長の資格等） （児童心理治療施設の長の資格等） 

第８５条 児童心理治療施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定

する者が行う児童心理治療施設の運営に必要な知

識を習得するための研修を受講した者であって、

人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適

切に運営する能力を有するものでなければならな

い。 

第８５条 児童心理治療施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定

する者が行う児童心理治療施設の運営に必要な知

識を習得するための研修を受講した者であって、

人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適

切に運営する能力を有するものでなければならな

い。 

 ⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑵の２ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を

有する者 

 

 ⑶・⑷ （略） ⑶・⑷ （略） 

２ （略） ２ （略） 

第８６条～第８９条 （略） 第８６条～第８９条 （略） 

第１３章 児童自立支援施設 第１３章 児童自立支援施設 

第９０条 （略） 第９０条 （略） 

（職員） （職員） 

第９１条 （略） 第９１条 （略） 

２ 家庭支援専門相談員は、児童自立支援施設にお

いて児童の指導に５年以上従事した者又は法第１

３条第３項各号のいずれかに該当する者でなけれ

ばならない。 

２ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精

神保健福祉士の資格を有する者、児童自立支援施

設において児童の指導に５年以上従事した者又は

法第１３条第３項各号のいずれかに該当する者で

なければならない。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

（児童自立支援施設の長の資格） （児童自立支援施設の長の資格） 

第９２条 児童自立支援施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、こども家庭庁組織規則（令

和５年内閣府令第３８号）第１６条に規定する人

材育成センターが行う児童自立支援施設の運営に

関し必要な知識を習得するための研修又はこれに

相当する研修を受けた者であって、人格が高潔で

識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営する

能力を有するものでなければならない。 

第９２条 児童自立支援施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、こども家庭庁組織規則（令

和５年内閣府令第３８号）第１６条に規定する人

材育成センターが行う児童自立支援施設の運営に

関し必要な知識を習得するための研修又はこれに

相当する研修を受けた者であって、人格が高潔で

識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営する

能力を有するものでなければならない。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑵の２ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を

有する者 
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⑶・⑷ （略） ⑶・⑷ （略） 

２ （略） ２ （略） 

（児童自立支援専門員の資格） （児童自立支援専門員の資格） 

第９３条 児童自立支援専門員は、次の各号のいず

れかに該当する者でなければならない。 

第９３条 児童自立支援専門員は、次の各号のいず

れかに該当する者でなければならない。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑵の２ 精神保健福祉士の資格を有する者  

⑵の３ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を

有する者 

 

⑶～⑸ （略） ⑶～⑸ （略） 

（児童生活支援員の資格） （児童生活支援員の資格） 

第９４条 児童生活支援員は、次の各号のいずれか

に該当する者でなければならない。 

第９４条 児童生活支援員は、次の各号のいずれか

に該当する者でなければならない。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑵の２ 精神保健福祉士の資格を有する者  

⑵の３ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を

有する者 

 

⑶ （略） ⑶ （略） 

第９５条～第９９条 （略） 第９５条～第９９条 （略） 

第１４章 （略） 第１４章 （略） 

第１４章の２ 里親支援センター 第１４章の２ 里親支援センター 

第１０２条の２ （略） 第１０２条の２ （略） 

（職員） （職員） 

第１０２条の３ （略） 第１０２条の３ （略） 

２ 里親制度等普及促進担当者は、次の各号のいず

れかに該当する者でなければならない。 

２ 里親制度等普及促進担当者は、次の各号のいず

れかに該当する者でなければならない。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 里親として５年以上の委託児童（法第２７条

第１項第３号の規定により里親に委託された児

童をいう。以下この条及び次条第２号において

同じ。）の養育の経験を有する者又は小規模住

居型児童養育事業の養育者等（児童福祉法施行

規則第１条の１０に規定する養育者等をいう。

以下この条及び次条において同じ。）若しくは

児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若し

くは児童自立支援施設の職員として、児童の養

⑵ 里親として５年以上の委託児童（法第２７条

第１項第３号の規定により里親に委託された児

童をいう。以下この条及び次条第２号において

同じ。）の養育の経験を有する者又は小規模住

居型児童養育事業の養育者等（児童福祉法施行

規則（昭和２３年厚生省令第１１号）第１条の

１０に規定する養育者等をいう。以下この条及

び次条において同じ。）若しくは児童養護施設、

乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支
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育に５年以上従事した者であって、里親制度そ

の他の児童の養育に必要な制度への理解及びソ

ーシャルワークの視点を有する者 

援施設の職員として、児童の養育に５年以上従

事した者であって、里親制度その他の児童の養

育に必要な制度への理解及びソーシャルワーク

の視点を有する者 

⑶ （略） ⑶ （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

第１０２条の４～第１０２条の７ （略） 第１０２条の４～第１０２条の７ （略） 

第１５章 （略） 第１５章 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

  

附 則  

この条例中第１３条の改正規定は公布の日から、

その他の規定は令和８年３月１日から施行する。 

 

 


